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修正案の提出について

議第１０３号 京都市地域コミュニティ活性化推進条例の制定についてに対して，下記

のとおり修正案を提出する。

記

議第１０３号 京都市地域コミュニティ活性化推進条例の制定についての一部を次のよ

うに修正する。

「第２章 地域コミュニティの活性化の推進に関す

第１節 地域コミュニティ活性化推進計画（第

目次中「第７条」を「第５条」に， 第２節 地域コミュニティの活性化の総合的推

第３節 住宅の建築，販売等をする事業者等に

第３章 地域コミュニティ活性化推進審議会（第

る基本的施策

８条）

進のための施策（第９条～第１２条） を

よる地域コミュニティの活性化の推進のための取組（第１３条～第１６条）

１７条～第１９条） 」

に，「第２０条」を「第１２条」に改める。

前文のうち第２項を削り，第３項中「このような状況において，東日本大震災が発生し，

地域コミュニティの重要性への認識がより深まる中」を「将来にわたり」に改め，第４項

中「，地域自治を担う住民組織，事業者等との連携の下に」を削る。

第１条中「並びに本市等及び事業者」を「かつ，本市」に改め，「並びに地域住民の役割」

及び「かつ計画的」を削る。

第２条第３号を次のように改める。

⑶ 住民組織 本市の区域内で地域活動に取り組むために地域住民により構成された団

地域コミュニティの活性化の総合的推進のための施策（第６条・第７条）

住宅の建築，販売等をする事業者等による地域コミュニティの活性化の推進のための取



体をいう。

第３条第２号を削り，同条第１号を同条第２号とし，同条に第１号として次の１号を加

える。

 ⑴ 地方自治の主人公は住民であることを旨とすること。 

第３条第３号中「地域自治を担う」を削る。

第４条の見出し中「本市等」を「本市」に改め，同条第２項中「共に」及び「地域自治

を担う」を削り，同条第３項及び第４項を削る。

第５条及び第６条を削り，第７条を第５条とする。

第２章の章名を次のように改める。

第２章 地域コミュニティの活性化の総合的推進のための施策

第２章第１節及び同章第２節の節名を削り，第９条を第６条とし，第１０条を削り，第

１１条を第７条とし，第１２条及び同章第３節の節名を削る。

第１３条（見出しを含む。）中「地域自治を担う」を削り，同条を第８条とし，同条の前

に次の章名を付する。

第３章 住宅の建築，販売等をする事業者等による地域コミュニティの活性化

の促進のための取組

第１４条を第９条とする。

第１５条第１項及び第２項中「地域自治を担う」を削り，同条を第１０条とする。

第１６条中「地域自治を担う」を削り，同条を第１１条とする。

第３章を削る。

第４章中第２０条を第１２条とする。

附則第１項各号列記以外の部分中「次の各号に掲げる」を「第１０条，第１１条及び次

項の」に，「当該各号に定める日」を「同年７月１日」に改め，同項各号を削る。

附則第２項を削る。

附則第３項各号列記以外の部分中「第１５条及び第１６条」を「第１０条及び第１１条」

に改め，同項を附則第２項とする。


